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令和２年８月１日

５ 月 臨 時 会

◆直方市国民健康保険条例の一部を改正

◆令和２年度直方市一般会計補正予算を可決

６ 月 定 例 会 に 提 出 さ れ た 議 案 と そ の 結 果

◆直方市税条例等の一部を改正

◆令和２年度直方市一般会計補正予算を可決

６ 月 定 例 会

５ 月 臨 時 会 に 提 出 さ れ た 議 案 と そ の 結 果

 【報　　告】

報告第 ２ 号 継続費繰越計算書について（直方市一般会計）

※ 報告

報告第 ３ 号 繰越明許費繰越計算書について（直方市一般会計）

報告第 ４ 号 予算繰越計算書について（直方市水道事業会計）

報告第 ５ 号 予算繰越計算書について（直方市下水道事業会計）

 【専　　決】

議案第３３号
専決処分事項の承認について（令和２年度直方市一般会
計補正予算（第３号））

※ 承認

議案第６１号 令和２年度直方市一般会計補正予算（第４号）

議案第６２号 令和２年度直方市介護保険特別会計補正予算（第１号）

議案第６３号 令和２年度直方市水道事業会計補正予算（第１号）

 【予　　算】 ※ 原案可決

議案第３４号
専決処分事項の承認について（令和２年度直方市国民健
康保険特別会計補正予算（第２号））

議案第３５号
専決処分事項の承認について（直方市後期高齢者医療に
関する条例の一部を改正する条例） 

 【専　　決】

議案第２６号
専決処分事項の承認について（令和元年度直方市一般会
計補正予算（第７号））

※ 承認

議案第２７号
専決処分事項の承認について（令和２年度直方市一般会
計補正予算（第１号））

議案第２８号
専決処分事項の承認について（直方市国民健康保険税賦
課徴収条例の一部を改正する条例）

 【条　　例】 ※ 原案可決

議案第２９号 直方市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

議案第３０号
直方市国民健康保険税賦課徴収条例及び直方市介護保険
条例の一部を改正する条例について

議案第３１号 令和２年度直方市一般会計補正予算（第２号）

議案第３２号
令和２年度直方市国民健康保険特別会計補正予算（第１
号）

 【予　　算】 ※ 原案可決

 【条　　例】 ※ 原案可決

議案第３６号 直方市税条例等の一部を改正する条例について

議案第３７号
直方市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条
例について

議案第３８号 直方市介護保険条例の一部を改正する条例について

議案第３９号 直方市教育研究所条例の一部を改正する条例について

議案第４０号
直方市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する
条例の一部を改正する条例について

議案第４１号
直方市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に
関する条例の一部を改正する条例について

 【そ の 他】 ※ 原案可決

議案第４２号 市道路線の認定について

議案第４３号 市道路線の変更について

議案第４６号
直方市農業委員会の委員の過半数を認定農業者等又はこ
れらに準ずる者とすることにつき同意を求めることにつ
いて

 【人　　事】 ※ 原案同意

議案第４５号
直方市教育委員会委員の任命につき同意を求めることに
ついて

議案第４４号
直方市固定資産評価員の選任につき同意を求めることに
ついて

議案第４７号

～

議案第６０号

直方市農業委員会の委員の任命につき同意を求めること

について

 【そ の 他】 ※ 原案同意
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議案の内容
　　　　　

　　５月臨時会と６月定例会で提案された議案の中から、直方市国民健康保険条例の

　一部改正及び直方市税条例等の一部改正並びに一般会計補正予算についてご紹介し

　ます。

◆直方市国民健康保険条例の一部改正
　被用者保険、いわゆる社会保険においては、病気やけがの療養のため労務に服する（仕事に就く）
ことができずに給料の支払いを受けることができない期間の生活を保障するための傷病手当金の支
給について、健康保険法により定められています。
　そこで国民健康保険でも、新型コロナウイルス感染症の現状を鑑み、当該感染症に感染するなど
した被保険者に対し傷病手当金を支給できるようするものです。

◆令和２年度直方市一般会計補正予算（第２号）
　今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症に関する国の緊急経済対策として、特別定額給付
金（注１）及び子育て世帯への臨時特別給付金（注２）の給付事業費、また市独自の支援策として
事業者向け相談窓口の設置費用が計上されました。
　歳入歳出それぞれ５８億７，９２７万２千円を追加し、総額は３３１億４，８８０万１千円となり
ます。

（注１）特別定額給付金（５７億円）
　基準日（令和２年４月２７日）において、住民基本台帳に記録されている方を対象にその属する
世帯の世帯主に、給付対象者１人につき１０万円（非課税）を給付するものです。

（注２）子育て世帯への臨時特別給付金（１億２千万円）
　令和２年４月分（３月分含む）の児童手当受給者に、対象児童１人につき国から１万円と、市か
ら独自に５千円を給付するものです。

◆直方市税条例等の一部改正
　主な改正点は３点あり、１点目は、個人市民税において、未婚のひとり親に対する措置及び寡婦
控除等の見直しです。
　配偶者との死別、離婚等の理由により家計を支えていかなければならない方に対して、税制上の
配慮を行う仕組みとして、寡婦控除等が設けられていますが、未婚のひとり親については、長らく
これらの対象外となっていました。
　そこで、令和２年度税制改正では、全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する
観点から、婚姻歴の有無及びひとり親の性別による区別を同時に解消するために、令和３年度以後
の個人住民税について取り扱いを次のように改められます。
　まず、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有する単身者について、同一の「ひ
とり親控除」を適用します。
　次に、「ひとり親控除」が適用される方以外の寡婦については、引き続き控除額２６万円が適用
されます。これらの適用に当たっては、ひとり親、寡婦ともに所得制限として５００万円以下とい
う条件が設けられています。
　ただし、住民票の続柄に「夫（未届）」、「妻（未届）」の記載がある場合は適用の対象外となります。

↖３ページへ続く

６ 月 定 例 会 の 主 な 議 案 と そ の 内 容

５ 月 臨 時 会 の 主 な 議 案 と そ の 内 容
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↘２ページの続き

　２点目は、固定資産税における所有者不明土地等に関することについてです。
　近年、所有者不明の土地や空き家が全国的に増加し、公共事業の推進や生活環境面において様々
な課題が生じており、こうした課題を踏まえて、本市としても、それらの発生予防、所有者情報の
円滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、所有者の死亡後に、現に所有している者から市に対
して、住所、氏名等を申告することを義務化するとともに、所有者不明の土地等について、使用者
を所有者とみなす制度の拡大を図ります。

　最後に、３点目は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置についてです。
　納税者等に及ぼす影響の緩和を図るために、個人市民税では、一定の条件を満たせば入居期限を
延伸して住宅ローン控除特例を適用すること、また、固定資産税では認定先端設備導入計画に従っ
て取得した事業用家屋及び構築物の課税標準額をゼロ（０）とします。

◆令和２年度直方市一般会計補正予算（第４号）
　今回の補正予算は、直方市庁舎の防災減災・低炭素設備の導入事業及び新型コロナウイルス感染
症対応地方創生臨時交付金事業並びに福岡県緊急短期雇用創出事業などが主として計上されまし
た。
　歳入歳出それぞれに１２億５，５１８万５千円を追加し、総額が３４５億１，１９２万６千円とな
ります。

★新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の主な事業
　○庁舎感染拡大防止用備品等購入費　２，８１４，０００円
　○テレワーカー向けサービス環境整備事業　１７，０６７，０００円
　○確定申告における申告者の混雑回避事業　５４３，０００円
　○インターネット口座振替受付事業費　３，６９６，０００円
　○新型コロナウイルス感染拡大防止事業費補助金
　　学童クラブ　１，９００，０００円
　　保育所　３，９００，０００円
　　幼稚園　８００，０００円
　○各種証明書発行スマート申請システム導入事業費　７，０００，０００円
　○コンビニ交付クラウドシステム導入事業費（注３）　３５，６４０，０００円
　○遠隔育児相談等支援事業費　１，５７８，０００円
　○市内医療機関等への感染防止物資提供費用　３，０３６，０００円
　○直方市先進的ＩＴ技術実証事業費補助金　５，０００，０００円
　○プレミアム商品券発行事業費　３７，５００，０００円
　○学校からの遠隔学習・会議機能等の強化事業費
　　小学校　６，０７６，０００円
　　中学校　２，２１０，０００円
　○ＧＩＧＡスクール補助対象外端末整備事業
　　小学校　３０，６５５，０００円
　　中学校　１７，８４９，０００円
　○校務継続環境整備事業
　　小学校　２１５，０００円
　　中学校　２１５，０００円
　○文化施設管理委託費（市立図書館）　９２，０００円
　○文化施設管理委託費（ユメニティのおがた）　１，０００，０００円

（注３）コンビニ交付クラウドシステム導入事業費
　住民票や戸籍、印鑑や課税証明、所得証明書などの各種証明書を市役所の窓口に出向くことなく、
マイナンバーカードを使ってコンビニエンスストアなどにあるキオスク端末（マルチコピー機）で
発行・受け取りができるようになります。
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て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
、
報
道

に
も
あ
る
よ
う
に
次
亜
塩
素
酸

を
空
間
除
菌
の
た
め
に
噴
霧
す

る
こ
と
の
有
効
性
の
判
断
が
で

き
な
い
こ
と
か
ら
、
現
在
の
と

こ
ろ
機
器
の
購
入
は
未
定
で
あ

り
、
今
後
、
厚
生
労
働
省
の
見

解
も
踏
ま
え
て
検
討
し
て
い
く

が
、
機
器
を
購
入
で
き
な
い
場

合
は
代
替
機
能
の
あ
る
機
器
を

購
入
し
て
、
感
染
拡
大
の
防
止

策
を
と
っ
て
い
き
た
い
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
次
に
２
点
目
の
委
託
料
に
つ

い
て
、
今
後
、
ど
の
よ
う
に
運

用
し
て
い
く
の
か
質
疑
を
行
い

ま
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
所
管
課
か

ら
、
非
常
事
態
宣
言
が
出
さ
れ

て
か
ら
は
、
職
員
に
お
い
て
は
、

自
宅
で
業
務
を
行
う
な
ど
の
対

応
を
と
っ
て
い
た
が
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
ー
の
問
題
も
あ
り
、
限

ら
れ
た
業
務
し
か
行
え
な
い
状

況
で
あ
っ
た
。
今
後
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
第
２
波
、
第

３
波
が
懸
念
さ
れ
る
中
、
テ
レ

ワ
ー
ク
が
可
能
な
状
況
を
構
築

し
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
自
宅

な
ど
で
で
き
る
業
務
も
増
え
る

と
と
も
に
、
専
用
回
線
を
用
い

る
こ
と
で
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
を

担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の

答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
会
と
し
ま
し
て
、
今
回

の
予
算
措
置
に
限
ら
ず
、
新
規

事
業
や
事
業
内
容
の
複
雑
な
案

件
な
ど
の
議
案
の
審
査
に
あ
た

っ
て
は
、
委
員
に
対
し
て
わ
か

り
や
す
く
説
明
す
る
な
ど
の
対

応
を
求
め
る
と
と
も
に
、
そ
の

他
の
予
算
に
つ
い
て
は
必
要
な

も
の
で
あ
る
と
認
め
、
原
案
の

と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

直
方
市
教
育
研
究
所
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
委
員
会
と
し
て
は
、
設
置
場

所
の
変
更
理
由
が
建
物
の
使
用

が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
伴

う
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
教

育
研
究
所
を
学
校
教
育
課
内
に

設
置
す
る
こ
と
が
最
善
策
と
考

え
て
い
る
の
か
質
疑
し
ま
し

た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
所
管
課
か

ら
、
教
職
員
の
研
修
会
や
協
議

等
の
活
動
の
場
は
、
以
前
よ
り

学
校
現
場
以
外
と
し
て
市
役
所

や
中
央
公
民
館
の
会
議
室
で
あ

っ
た
こ
と
、
ま
た
今
後
も
十
分

対
応
可
能
な
こ
と
、
生
徒
指
導

担
当
の
指
導
主
事
及
び
専
門
職

で
あ
る
臨
床
心
理
士
が
学
校
教

育
課
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
立
て
整
備
し
て
い
く
と
の
答

弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
我
々
委
員
会
と
し
て
は
、
し

っ
か
り
し
た
環
境
で
子
供
た
ち

を
見
守
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

学
校
現
場
と
連
携
を
図
る
と
と

も
に
、
財
政
当
局
と
も
十
分
協

議
を
し
、
早
期
に
３
年
後
の
あ

る
べ
き
姿
を
描
き
進
め
て
い
く

よ
う
要
望
し
ま
し
た
。

令
和
２
年
度
直
方
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（「
登
記
関
係
業
務

委
託
料
」
及
び
「
不
動
産
鑑
定

評
価
業
務
委
託
料
」
に
つ
い
て
）

　
委
員
会
と
し
て
は
、
植
木
メ

カ
ト
ロ
ビ
ジ
ネ
ス
タ
ウ
ン
（
直

方
市
・
鞍
手
町
広
域
工
業
団
地
）

計
画
の
中
で
今
回
の
こ
の
登
記

関
係
業
務
等
が
ど
う
い
う
も
の

な
の
か
わ
か
り
づ
ら
い
た
め
、

全
体
計
画
が
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
に
つ
い
て
質
疑
を
行
い
ま

し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
所
管
課
か

ら
、
本
案
は
植
木
メ
カ
ト
ロ
タ

ウ
ン
に
隣
接
す
る
市
有
地
（
面

積
約
５
０
０
０
平
方
メ
ー
ト

ル
）
に
お
い
て
企
業
誘
致
の
た

め
の
産
業
用
地
と
し
て
活
用
す

か
ら
、
学
校
教
育
課
内
が
適
切

で
あ
る
と
判
断
し
た
と
の
答
弁

が
あ
り
ま
し
た
。

　
委
員
会
と
し
て
は
、
今
回
の

よ
う
に
設
置
し
て
い
る
建
物
が

使
用
で
き
な
く
な
っ
て
次
を
探

す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
今

後
、
事
業
計
画
を
立
て
る
な
ど
、

戦
略
を
も
っ
て
や
っ
て
い
く
よ

う
要
望
し
ま
し
た
。

直
方
市
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

　
学
童
保
育
事
業
に
お
け
る
児

童
１
人
当
た
り
の
専
用
区
画
面

積
に
つ
い
て
、
当
初
の
経
過
措

置
期
間
で
あ
る
５
年
を
目
指
し

努
力
し
て
き
た
が
、
専
用
区
画

が
確
保
で
き
て
い
な
い
学
童
ク

ラ
ブ
に
つ
い
て
は
、
空
き
教
室

の
活
用
等
を
検
討
し
て
い
く
と

い
う
所
管
課
の
説
明
に
対
し

て
、
我
々
委
員
会
と
し
て
は
、

空
き
教
室
が
な
い
場
合
で
も
新

た
に
専
用
施
設
を
建
て
る
こ
と

は
考
え
な
い
の
か
質
疑
し
ま
し

た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
所
管
課
か

ら
、
決
し
て
新
た
に
建
て
る
こ

と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

く
、
必
要
が
あ
れ
ば
建
設
計
画

教
育
民
生
常
任
委
員
会

産
業
建
設
常
任
委
員
会

令
和
２
年
度
直
方
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
総
合
政
策
部
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
と
し
て
、
除
菌
機
等
の

購
入
費
及
び
テ
レ
ワ
ー
ク
推
進

に
向
け
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

の
た
め
の
委
託
料
に
つ
い
て
計

上
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
審
査
を
行
い

ま
し
た
。

　
１
点
目
の
備
品
購
入
費
に
つ

い
て
、
今
回
購
入
を
予
定
し
て

い
る
次
亜
塩
素
酸
空
間
除
菌
機

器
に
つ
い
て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
対
す
る
有
効
性
が

疑
わ
れ
る
報
道
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
質

疑
を
行
い
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
所
管
課
か

ら
、
当
初
購
入
す
る
方
向
で
考

え
て
い
た
が
、
製
造
メ
ー
カ
ー

の
都
合
に
よ
り
現
在
購
入
で
き

　
　

委
員
会

　
　
　
　

の
審
査

　

各
常
任
委
員
会
は
、
６
月

22
日
に
開
催
さ
れ
、
付
託
さ

れ
た
議
案
に
つ
い
て
審
査
し

ま
し
た
。

総
務
常
任
委
員
会



　
　
　
災
害
時
の
避
難
所
に
お

け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
対
策
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
が
終
息
し
な
い
中
、
市
民
は

大
変
な
不
安
を
抱
い
て
い
る
。

　　
そ
こ
で
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
を
防
ぐ
た
め
３

つ
の
「
密
閉
」「
密
集
」「
密
接
」

を
避
け
る
対
策
が
言
わ
れ
て
い

る
が
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合

の
避
難
所
で
の
対
策
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
問
う
。

　
　
　
避
難
者
や
避
難
所
運
営

ス
タ
ッ
フ
等
の
基
本
的
な
感
染

対
策
の
徹
底
、
避
難
者
の
体
調

管
理
、
検
温
実
施
、
共
有
部
分

の
定
期
的
な
消
毒
、
避
難
場
所

の
定
期
的
な
換
気
に
努
め
る
。

　　
ま
た
、
避
難
者
間
の
ス
ペ
ー

ス
を
十
分
に
確
保
す
る
た
め
、

教
室
の
活
用
や
、
発
熱
者
に
つ

い
て
は
、
別
室
を
確
保
す
る
な

ど
間
仕
切
り
を
活
用
し
飛
沫
予

防
に
努
め
る
。

　
さ
ら
に
、
避
難
者
に
は
、
掲

示
等
に
よ
る
衛
生
管
理
や
３
密

回
避
等
、
感
染
対
策
を
呼
び
か

け
周
知
を
図
る
。

５
のおがた議会だより

一 般 質 問
　６月定例会の一般質問は、６月１５日から１７日の３日間行われ、９名の議員が市政の各分野

にわたって質問しました。一般質問は、議案と関係なく市政全般にわたり執行機関に対して、執

行状況や将来に対する方針などについて所信を質したり、報告、説明を求めるものです。

人
事
案
件（

敬
称
略
）

◆
直
方
市
固
定
資
産
評
価
員

　　

石
　
橋
　
　
　
剛

◆
直
方
市
教
育
委
員
会
委
員

　
　
内
　
藤
　
誠
　
治

◆
直
方
市
農
業
委
員
会
委
員

　
　
森
　
田
　
　
　
勉

　
　
森
　
　
　
篤
　
史

　
　
貞
　
光
　
孝
　
宏

　
　
貞
　
光
　
誠
　
一

　
　
髙
　
島
　
三
　
櫻

　
　
藤
　
田
　
和
　
孝

　
　
安
　
田
　
祐
　
次

　
　
安
　
永
　
拓
　
美

　
　
貞
　
光
　
信
　
義

　
　
大
　
塚
　
利
　
一

　
　
靜
　
岡
　
俊
　
治

　
　
吉
　
武
　
俊
　
浩

　
　
早
　
川
　
恵
　
子

　
　
朝
　
𠩤
　
美
津
子

　
　
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
の
特
別
定
額
給
付

金
に
つ
い
て

　
本
市
の
特
別
定
額
給
付
金
の

受
け
付
け
や
振
り
込
み
の
経
過

及
び
結
果
に
つ
い
て
、
ま
た
、

時
系
列
で
ど
の
よ
う
に
処
理
が

進
行
し
た
の
か
を
問
う
。

　
　
　
５
月
11
日
よ
り
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請
を
受
け
付
け
、
第
１

回
目
は
５
月
26
日
に
支
給
。

　
５
月
15
日
よ
り
開
始
し
た

郵
送
申
請
は
、
６
月
４
日
に
、

郵
送
受
理
分
の
半
数
で
あ
る

１
万
３
千
件
を
振
り
込
ん
だ
。

　
６
月
初
旬
に
は
、
全
体
の
約

97
％
へ
給
付
と
、
順
調
に
進
捗

し
て
い
る
。

　
今
後
は
、
感
染
予
防
対
策
と

犯
罪
予
防
を
考
慮
し
、
郵
送
で

未
申
請
の
方
へ
申
請
を
促
す
。

渡

辺

幸

一

議

員

質
問

答
弁

る
た
め
の
測
量
、
分
筆
登
記
、

及
び
不
動
産
鑑
定
を
行
う
も
の

で
あ
る
が
、
植
木
メ
カ
ト
ロ
ビ

ジ
ネ
ス
タ
ウ
ン
（
直
方
市
・
鞍

手
町
広
域
工
業
団
地
）
と
は
別

の
箇
所
で
あ
る
と
の
答
弁
が
あ

り
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
委
員
会
と
し
て
は
、

こ
れ
ら
業
務
の
委
託
業
者
の
選

定
に
つ
い
て
は
市
内
優
先
と
し

て
い
る
か
質
疑
を
行
い
ま
し

た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
所
管
課
か

ら
、
業
務
を
請
け
負
う
こ
と
が

で
き
る
か
否
か
の
条
件
は
あ
る

も
の
の
、
地
元
に
発
注
し
て
い

く
こ
と
を
前
提
に
考
え
て
い
く

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。

　
我
々
委
員
会
と
し
て
は
、
別

の
箇
所
と
は
い
え
５
０
０
０
平

方
メ
ー
ト
ル
も
の
公
有
地
を
売

却
す
る
に
あ
た
り
、
植
木
メ
カ

ト
ロ
ビ
ジ
ネ
ス
タ
ウ
ン
の
近
接

地
区
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
当
該

地
区
の
将
来
像
を
考
え
、
土
地

利
用
や
整
備
計
画
と
い
っ
た
全

体
計
画
を
明
確
に
整
理
す
る
と

と
も
に
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
お

け
る
市
内
事
業
者
の
支
援
策
と

い
っ
た
観
点
か
ら
、
公
共
事
業

の
発
注
形
態
と
同
様
に
対
応

し
、
産
業
部
門
を
起
点
と
し
て

市
内
事
業
者
の
育
成
・
指
導
を

推
進
す
る
よ
う
要
望
し
ま
し

た
。

質
問

答
弁


